
○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

改

正

後

改

正

前

（
ホ
テ
ル
等
内
適
合
営
業
所
の
基
準
）

（
ホ
テ
ル
等
内
適
合
営
業
所
の
基
準
）

第
七
十
六
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第

第
七
十
六
条

［
同
上
］

二
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
階
の
当
該
営
業
所
以
外
の
部
分
並
び
に
当
該
階
の
直

一

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
階
の
当
該
営
業
所
以
外
の
部
分
並
び
に
当
該
階
の
直

上
階
（
当
該
営
業
所
が
最
上
階
に
設
け
ら
れ
る
場
合
は
屋
上
）
の
当
該
営
業
所

上
階
（
当
該
営
業
所
が
最
上
階
に
設
け
ら
れ
る
場
合
は
屋
上
）
の
当
該
営
業
所

の
直
上
の
部
分
及
び
直
下
階
の
当
該
営
業
所
の
直
下
の
部
分
を
旅
館
業
法
（
昭

の
直
上
の
部
分
及
び
直
下
階
の
当
該
営
業
所
の
直
下
の
部
分
を
旅
館
業
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
旅
館
・

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
ホ
テ
ル

ホ
テ
ル
営
業
を
営
む
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
等
営
業
者
」
と
い

営
業
若
し
く
は
旅
館
営
業
を
営
む
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
等
営

う
。
）
又
は
風
俗
営
業
者
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
若
し
く
は
深
夜
に
お
い

業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
風
俗
営
業
者
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
若
し
く
は

て
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
若
し
く
は
興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

深
夜
に
お
い
て
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
若
し
く
は
興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年

十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
興
行
場
営
業
を
営
む
者
が
管
理
す
る
こ

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
興
行
場
営
業
を
営
む
者
が

と
。

管
理
す
る
こ
と
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
旅
館
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ

五

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
旅
館
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
営
業

ル
営
業
に
係
る
施
設
が
法
第
二
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供

又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業
に
係
る
施
設
が
法
第
二
条
第
六
項
第

さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

四
号
に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


